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土砂災害警戒区域指定の説明会の開催について

博物館からのお知らせ
◆【企画展】　新収蔵品展　～平成25・26年度受入資料～
　市立博物館では、“宜野湾”にゆかりのある品々を収集し
ています。今回の企画展では、平成25・26年度の新たに寄
贈・寄託されたバラエティーに富んだ資料をご案内します。
期間　10月31日（土）～12月20日（日）
時間　9:00～17:00　（入館は16:30まで）
場所　市立博物館　企画展示室
料金　無料
◆博物館市民講座⑦「山田 真山との思い出」(室内講座)
　今年は、郷土の偉人『山田 真山』の生誕130年です。生誕
130年を記念して、山田 真山と共に沖縄平和祈念像を制作
した糸数 政次先生を講師に迎え、山田真山の人物像に迫り
ます。
日時　12月13日（日）　14：00 ～ 16：00
集合場所　市立博物館　ロビー
講師　糸数 政次（沖縄県立芸術大学　教授）
定員　50名（申込制　先着順）
受講料　無料 
申込期間　11月８日（日）～ 定員に達し次第締め切り
受付時間　９：00 ～ 17：00

申込み・問合せ：市立博物館　☎８７０-９３１７（火曜・祝日休館）

問合せ：選挙管理委員会事務局　☎８９３-４１６８

平成28年1月24日執行　宜野湾市長選挙
予定候補者説明会

日時　12月3日（木）　14：00～
場所　市役所１階　第２会議室
　　　　（選挙管理委員会隣）
※資料は、予定候補者につき１部の配付となります。　

問合せ：沖縄県中部土木事務所　☎ 894-6518

　このたび沖縄県中部土木事務所では、宜野湾市において、
土砂災害防止法に基づく基礎調査を行い、土砂災害警戒区
域の指定を計画しております。つきましては、下記のとおり
説明会を開催しますのでご案内いたします。
日時　11月19日(木)　19：00～20：00　　
場所　市役所別館3階第一会議室
内容　①土砂災害と土砂災害防止法
　　　②警戒区域について
　　　③その他(位置の説明)
土砂災害警戒区域箇所について
　詳しくは、中部土木事務所ホームページをご覧ください。
（http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/
doboku-chubu/keikaku/dosya-bousihou.html）
土砂災害警戒区域について
　土砂災害警戒区域の指定は、土砂災害のおそれのある区
域を地域住民にお知らせして地域住民が土砂災害を警戒
し、避難に備えることができるようにしようという目的で
行うものです。そのため、対策工事等を行うものではありま
せん。ご理解の程よろしくお願いします。

◆パソコン上級資格取得講座（EXCEL・WORD１～２級）
期間　1月7日～２月25日　計20回　（毎週　月・火・木）
時間　18：30～20：30　定員　20名（先着順）　
受講料　1カ月10,000円　申込期間　～12月18日（金）　
◆日商簿記検定2級取得講座
期間　12月８日～２月26日　計30回　（毎週　火・水・金）
時間　18：30～20：30　定員　20名（先着順）　
受講料　1カ月10,000円　申込期間　～11月27日（金）

パソコン上級資格・日商簿記検定2級講座募集

宜野湾マリン支援センター ☎942-2200

問合せ：市民防災室　☎892-3151

問合せ：中央公民館　☎893-4457

防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施
　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情
報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）(※)を用いた訓練で、宜野湾市以外の地域でも
さまざまな手段を用いて情報伝達訓練が行われます。
訓練実施日時　11月25日(水)　11：00ごろ
放送試験　防災行政無線
放送内容
　市内105か所に設置してある防災行政無線
から、一斉に、次のように放送されます。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国
から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

情報掲示板FM２１（76.8MHZ）
毎週金曜日 　 AM10:20～10:30
FMニライ（79.2MHZ）
毎週土・日曜日 AM9:40～10:00
FMぎのわん　（79.７MHZ）
毎週月曜日　AM10：00～10:15

宜野湾市からのお知らせ、行政情報

お墓の設置、経営には市長の許可が必要です！
～宜野湾市墓地等の経営の許可等に関する条例が施行されました～

問合せ：環境対策課　☎893-4411　内線451・457

　宜野湾市内において墓地を設置（経営）する方は、宜野湾市長の許可を受ける必要があります。必要書類をそろえ
て、宜野湾市役所環境対策課へ申請してください。また、条例には事前協議の規定があり、許可が下りるまでに長期
間を要する場合もあります。事前に環境対策課へご相談ください。
　無許可で墓地を設置した場合は、墓地埋葬法第20条の規定により、懲役または罰金に処されることや市条例第
22条の規定により氏名等を公表することになります。
　法律、条例に従い適正な申請をお願いします。

上りチャイム音→「これは、テストです」×３
→下りチャイム音

中央公民館　12月講座受講生募集
◆お正月に飾ろう！！親子しめ縄作り
　しめ縄には外からの悪気・災いが入らないようにする役
割があると言われています。正月用に自分で作ったしめ縄
を飾って気持ち良く新年を迎えてみよう。また、しめ縄の由
来や意味などについても教えてくれます。
日時　12月26日 (土)　14:00～17:00
場所　中央公民館2階　展示室　
講師　城間　健二
定員　親子20組（市内在住・在勤の世帯）
※ただし、各世帯、親1人、子ども1人
（小学生以上）とさせていただきます。　
受講料　500円
申込期間　12月2日(水)～12月11日(金)　9：00～17：00
※電話申込み不可、直接来館しお申込みください。
（土･日も受付可、火曜日・祝日は休館）
応募多数の場合、12月14日(月) 抽選

環境特集

申請予定日の・・・
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申請者による提出 宜野湾市からの交付

※法人墓地（霊園等）を設置、経営する際は、別途手続きが必要です。
※周辺住民等とは、墓地区域から100m以内にある建物の所有者、管理者、居住者をさします。

申請の流れ（個人墓地）

（１）以下の場所では、個人墓地の設置はできません。土地の購入を検討している方
は、事前に環境対策課までご相談ください。
　①土地区画整理事業地区（地区内で墓地の位置づけをされている街区・画地は除く）
　②急傾斜地崩壊危険区域
（２）地目上の「墓地」と、墓地埋葬法の許可を受けた「墓地」とは別です。土地の地目
が「墓地」だからといって、無許可で墓地（墳墓）を設置することはできません。
（３）以前から立っている墓の建て替え（増改築含む）でも、新設として経営許可申
請が必要です（軽微な補修の場合には必要ありません）。
（４）墓地の設置場所は、申請者が所有し、抵当権が存しない土地に限ります。

～個人墓地の経営許可申請にあたっての注意点～
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